
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント

業務の一部委託について 
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１．一部委託について 
 

地域包括支援センターの介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務のうち、

ケアプラン作成に係る一連の業務を居宅介護支援事業所に委託することができま

す。（介護保険法第１１５条の２３、第１１５条の４７） 

介護予防支援の運営基準上、委託に当たっては、中立性および公正性の確保を図

るため、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならないとされていま

す。 

 

２．委託可能な居宅介護支援事業所 
本市では、介護予防ケアマネジメントの業務に関する知識及び能力を有する介護

支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業所が介護予防支援業務の一部委託を受

けることができます。 

 

３．委託料（北本市の基準金額）  

                   （１件あたり） 

居宅介護支援事業所 ４，２６０円 

地域包括支援センター   ３４５円 

   （参考） 

委託料算定式 

    ４４２単位×１０．４２（地域単価）＝４，６０５円（小数点以下切り捨て） 

    ４，６０５円×９２．５％＝４，２６０円（小数点以下四捨五入） 

   近隣市委託割合 北本市 ９２．５％ 

桶川市 ９２．５％ 

鴻巣市 ９０％ 
 

４．委託業務の内容 

⑴アセスメント 

⑵介護予防サービス計画原案の作成 

⑶サービス担当者会議の開催 

⑷介護予防サービス計画書の交付 

⑸サービスの提供 

⑹モニタリング 

⑺評価 

⑻給付管理（請求業務は介護予防支援事業所が行う） 
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５．新規委託事業者について 
    要支援認定者及び総合事業対象者に対する介護予防支援・介護予防ケアマネジメ

ントの委託事業所として、地域包括支援センターより、委託届の提出がありまし

た。委託に当たって、今後の運営についてご意見をお聞かせください。 
 

 

介護保険事

業所番号 
法人名 事業所名 事業所所在地 

介護支

援専門

員数 

確認事項 

1 指定日 

2 介護予防支援業務によ 

る研修受講状況 

3 利用開始日 

1 1171700758 

株式会社エコ・ア

シスト 

あしすと居宅介護支

援事業所 

鴻巣市宮前 351 

１ 

1 令和元年 9月 1日 

2 受講済み 

3 令和７年 10月 1日 

 

   （参考） 

これまでに委託した居宅介護支援事業所数 ９２事業所 

 
 


